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 鴨川市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年 10月６日 

                      鴨川市教育委員会教育長 蒔苗 茂   

 

鴨川市教育委員会規則第６号 

   鴨川市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則 

 鴨川市立小学校及び中学校管理規則（平成 17 年鴨川市教育委員会規則第６号）の一部

を次のように改正する。 

 第 25 条第１項第１号中「４月４日まで」の次に「（当該休業日に日曜日及び土曜日があ

る場合にあっては、４月１日から起算して日曜日及び土曜日を除く４日間）」を加える。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


